
申
請
で
利
用
者
負
担
が
軽
減
し
ま
す

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証

等
の
更
新
申
請

　

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

証
等
の
有
効
期
限
は
６
月
30
日

㈪
で
す
。
更
新
対
象
と
な
る
可

能
性
が
あ
る
方
に
は
、
市
か
ら

申
請
書
を
送
付
し
ま
す
（
５
月

30
日
㈮
発
送
予
定
）。

※
新
規
の
方
は
、
随
時
申
請
可

◎�

介
護
保
険
負
担
限
度
額

　

認
定
証

　

要
件
に
該
当
す
る
方
は
、
申

請
す
る
こ
と
で
、
介
護
保
険
施

設
（
介
護
老
人
福
祉
・
介
護
老

人
保
健
・
介
護
療
養
型
医
療
施

設
）
に
入
所
・
入
院
ま
た
は
短

期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）

の
利
用
時
に
か
か
る
食
費
・
居

住
費
（
滞
在
費
）
の
負
担
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
原
則
と
し
て
、
申
請

月
前
に
利
用
し
た
食
費
・
居
住

費
等
に
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

▽
対
象　

介
護
保
険
施
設
利
用

者
（
予
定
者
含
む
）
で
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
①
市

政
府
主
催
慰
霊
巡
拝
事
業

参
加
者
募
集

　

こ
の
事
業
は
、
戦
没
者
の
遺

族
を
対
象
と
し
て
旧
戦
域
を
訪

護
福
祉
課　

介
護
保
険
Ｇ　

内

線
１
７
３　

〒
３
０
２

－

０
１

９
８　

守
谷
市
大
柏
９
５
０

－１

る
利
用
者
負
担
額
全
額

◎
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

　

負
担
助
成

　

こ
の
助
成
の
対
象
と
な
る
可

能
性
が
あ
る
方
に
は
、
毎
年
９

月
中
旬
に
市
か
ら
認
定
申
請
書

を
送
付
し
ま
す
。

※
認
定
申
請
は
毎
年
必
要

▽
対
象　

次
の
全
て
に
該
当
す

る
方
①
介
護
保
険
の
被
保
険
者

で
、
保
険
料
が
第
１
・
第
２
段

階
の
方
／
同
様
の
条
件
を
満
た

す
２
号
被
保
険
者
②
在
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
方

③
市
区
町
村
民
税
が
課
税
さ
れ

て
い
る
方
の
税
法
上
の
扶
養
と

な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
生
計
を

一
緒
に
し
て
い
な
い
方
▽
助
成

額　

原
則
、
利
用
者
負
担
（
在

宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
分
）
の
３
割

に
相
当
す
る
額
※
年
１
回
の
認

定
申
請
の
ほ
か
に
、
利
用
月
ご

と
の
交
付
申
請
が
必
要
（
領
収

書
を
添
付
）

▼
申
請
方
法　

郵
送
ま
た
は
窓

口
で
申
請
す
る
▼
注
意
事
項   

本
人
や
世
帯
の
所
得
が
分
か
ら

な
い
場
合
は
認
定
が
で
き
な
い

た
め
、
無
収
入
（
非
課
税
年
金

受
給
者
を
含
む
）
や
未
申
告
の

方
は
、
住
民
税
申
告
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す

▼
申
込
・
問
合
先　

市
役
所
介

区
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
（
同

じ
世
帯
の
方
全
員
が
市
区
町
村

民
税
を
課
税
さ
れ
て
い
な
い
世

帯
）
②
生
活
保
護
受
給
者
▽
申

請
期
限　

６
月
30
日
㈪
▽
認
定

結
果　

審
査
後
に
結
果
を
郵
送

※
認
定
後
、
利
用
施
設
に
認
定

証
を
提
示
▽
認
定
期
間　

７
月

１
日
㈫
～
平
成
27
年
７
月
31
日
㈮

◎
社
会
福
祉
法
人
等
利
用
者

　

負
担
軽
減
確
認
証

　

社
会
福
祉
法
人
等
が
提
供
す

る
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
て
い
る
方
で
次
の
要
件
に
該

当
す
る
場
合
、
申
請
に
よ
り
利

用
者
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

▽
対
象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
①
世
帯
全
員
が
市
区

町
村
民
税
非
課
税
で
、収
入（
預

金
・
資
産
）
や
世
帯
の
状
況
、

利
用
者
負
担
等
を
総
合
的
に
判

断
し
、
生
計
維
持
が
困
難
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
た
方
②
生
活
保

護
受
給
者
▽
軽
減
内
容　

①
の

場
合
、
利
用
者
負
担
の
４
分
の

１
（
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
は

２
分
の
１
）
に
相
当
す
る
額
②

の
場
合
、
個
室
の
居
住
費
に
係

花
壇
コ
ン
ク
ー
ル
に
参
加
し

て
み
ま
せ
ん
か
？

第
42
回
花
と
緑
の
環
境
美
化

コ
ン
ク
ー
ル

　

法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委

員
連
合
会
は
、「
い
じ
め
」
や

児
童
虐
待
な
ど
子
ど
も
を
め
ぐ

る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
に
積

極
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
全
国
一
斉
「
子
ど
も

の
人
権
１
１
０
番
」
強
化
週
間

を
実
施
し
ま
す
。

　

悩
み
を
持
っ
た
お
子
さ
ん
や

保
護
者
の
方
か
ら
の
相
談
に
応

じ
ま
す
。

　

秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、

安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
期
間　

６
月
23
日
㈪
～
29
日

㈰
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

※
土
・
日
曜
日
は
午
前
10
時
～

午
後
５
時
▼
相
談
先　

０
１

２
０
・
０
０
７
・
１
１
０
▼
実
施

機
関　

水
戸
地
方
法
務
局
、
茨

城
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会   

▼
相
談
員　

法
務
局
職
員
、
人

権
擁
護
委
員

全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」
強
化
週
間
実
施

　

花
い
っ
ぱ
い
運
動
に
よ
っ
て
、

環
境
美
化
に
対
す
る
関
心
・
意

欲
を
高
め
、
素
晴
ら
し
い
成
果

を
挙
げ
て
い
る
団
体
等
を
表
彰

し
ま
す
。

▼
対
象　

地
域
・
団
体
・
職
場
・

学
校
等
▼
応
募
方
法　

応
募
用

紙
（
応
募
先
に
用
意
ま
た
は
県

民
会
議
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取

得
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

７
月
３
日
㈭
ま
で
に
提
出
す
る

▼
応
募
・
問
合
先

・
市
役
所
市
民
協
働
推
進
課　

　

協
働
推
進
Ｇ　

内
線
１
３
３

・
大
好
き
い
ば
ら
き
県
民
会
議

☎
０
２
９
・
２
２
４
・
８
１
２
０

http://www.daisukiibaraki.jp/

れ
、
慰
霊
を
行
う
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

▼
参
加
要
件　

原
則
と
し
て
80

歳
以
下
で
、
健
康
状
態
が
良
好

な
方
／
本
事
業
に
平
成
21
年
度

以
降
に
参
加
し
て
い
な
い
方

＊
実
施
地
域
・
日
程
・
費
用
等

の
詳
細
は
、
お
早
め
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
問
合
先　

市
役
所
社
会
福
祉

課　

社
会
福
祉
Ｇ　

内
線
１
６
４
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